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１ 領収済通知書送付票【担当：会計課      0823-25-3123】 

窓口収納分と口座振替分は，別葉で作成してください。誤記入の場合，取扱責 

任者印での訂正は可能です。呉市に届いてから誤りが見つかった場合は，差し替 

えをお願いします。 

 

 【例】令和６年４月１日収納分 

① 窓口収納分  納付書５枚，金額  30,000円 

② 口座振替分  納付書 1枚，金額 500,000円（振替件数 100件）を 

まとめて，呉市指定金融機関（広島銀行呉支店）へ送付 

する場合 

          ①                  ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【記入要領】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※領収済通知書送付票は，会計課でお渡しします。  

Ⅰ 共通事項 

✓ 

５ 30,000 １ 500,000 

✓ 

令和６ ４ １ 令和６ ４ １ 

収納日又は取りまとめ日

を記入してください。 

取扱支店ごとに作成し，

複数になる場合は，必ず

枝番を記入してくださ

い。 

責任者，扱者の押印をお

願いします。 

納付書の枚数を記入して

ください（口座振替件数

は記入しないでくださ

い。）。 

１部（２枚複写）作成

し，１枚は領収済通知書

に添付し，もう１枚は取

扱店の控えとしてくださ

い。 
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２ ＯＣＲ帳票 

令和５年度から，市・県民税（特別徴収）を除く市税の帳票には，地方税統一

ＱＲコードが印字されています。保険料等その他の帳票については，変更ありま

せん（帳票様式については，「納付書編」を参照してください。）。 

 

３ 納付・領収に関する注意点 

(1) 金額の訂正 

主標金額を訂正した納入通知書では，収納できませんので，必ず担当課（１

７頁）へ照会してください。照会の結果，訂正している納付書で収納するとき

は，訂正箇所に貴店の押切印（訂正印）を押し，ふせん紙等で照会済みである

旨を記入の上，「領収済通知書」に添付して送付してください。 

 (2) 領収印の押印 

   支店名と領収日付が確認できるよう，鮮明に押印してください。また，「納

入通知書兼領収証書」，「納付書（納入書）」及び「領収済通知書」を同じ

印，同じ日付でお願いします。 

(3) 「期別」と「納期限」の確認 

ＯＣＲ帳票は，全て単票形式（１枚単位）になっています。誤った期別で収

納した場合，正しい期別への振替や充当はできませんので，収納の際は，「期

別」と「納期限」の確認を徹底してください。 

 (4) 「納付書（納入書）」の保管等 

「納付書（納入書）」は，金融機関保管です（５年保存）。 

「領収証書」は，お客様へお渡しください。「領収済通知書」のみ，呉市指

定金融機関（広島銀行呉支店）へ送付してください。帳票を取りまとめる場合

は，ステープラー等穴の開くものは使用しないでください。 

 (5) その他 

納入通知書の各期分の金額欄に「＊＊＊＊＊＊」と印字されているものは，

納付する必要がありませんので，この納入通知書では収納しないでください。 

 

４ 延滞金 

納付書の延滞金欄に記入がなければ，納期限を過ぎていても納付額のみ収納し

てください。必要な場合は，後で担当課から納付義務者に通知します。 
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５ 年税額等を一度に収納する場合 

 

  

区分 納付期間 
期間経過後の 

全納納付書 

固定資産税・都市計画税 ５月１日～５月３１日 
 

市民税・県民税（普通徴収） ６月１日～６月３０日 収納可 

国民健康保険料 ７月１日～７月３１日  
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６ 口座振替依頼書【担当：会計課      0823-25-3123】 

最大１１種類の口座振替の申込み（変更・解約）ができます。 

令和４年度から，口座振替依頼書の納付義務者欄への押印は不要ですが，旧様

式を使用し，押印しているものでも有効です。なお，口座名義人承認印兼通帳使

用欄の押印については，必須としています。 

 １枚目：ご案内 

 ２枚目：金融機関保管用 

 ３枚目：呉市（会計課）送付用 

受付日から１０営業日以内に送付してください。 

 ４枚目：納付義務者保管用 

  ※口座振替依頼書は，会計課でお渡しします。 

 

７ 口座振替が可能な市税等 

(※１)振替日が金融機関の休日に当たる場合は，その翌営業日が振替日となります。 

(※２)振替日が金融機関の休日に当たる場合は，その前営業日が振替日となります。  

区分 振替時期（※１） 期 

固定資産税・都市計画税 

各期末（月末） 

（全期は第１期末） 

（12月は 25日） 

4期 

(5月,7月,12月,2月) 

軽自動車税（種別割） ５月末 1期のみ 

市民税･県民税（普通徴収） 各期末（月末） 

（全期は第１期末） 

4期 

(6月,8月,10月,1月) 

国民健康保険料 

７月～３月の各月末 

（12月は 25日） 

9期 

後期高齢者医療保険料 (7月,8月,9月,10月, 

11月,12月,1月,2月, 

3月) 
介護保険料 

市営住宅使用料 

住宅資金貸付償還金 
毎月月末 12か月 

地域下水道使用料 毎月月末（12月は 27日） 

（全期は４月末） 
12か月 

保育料・副食費 毎月 27日 

12か月 

放課後児童会分担金 
毎月月末(12 月は 28 日)

（※２） 

母子･父子･寡婦福祉資金貸付償還金 毎月 25日 

呉高等学校授業料等 
毎月月末（12月は 28日）

（※２） 
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１ 担当：収納課 

(1) 市税の口座振替, 納付書の再発行，督促状の発送：税制Ｇ      0823-25-3204 

(2) 滞納管理，市税及び延滞金の収納：納税Ｇ      0823-25-3201 

 

２ 口座振替による収納 

(1) 開始時期 

   申込日の翌月２５日以降に到来する納期のものからです。 

   「本人保管用」が，振替開始の通知の代わりとなります。 

   なお，既に納付済みのものは，振替を行いません。 

(2) 対象税目 

  ①市民税・県民税（普通徴収） 

   特別徴収（給与及び年金）及び法人市民税は，振替納付の対象外です。 

  ②固定資産税・都市計画税 

個人名義に加えて，共有分（外１人など）や相続人代表分など，複数名義を

同時に申し込む場合は，納税通知書に記載されている８桁の整理番号を申込用

紙に全て記入するか，同通知書（納税義務者）ごとに依頼書の提出を受けてく

ださい。 

③軽自動車税（種別割） 

   納税義務者本人が所有等する全ての車両分を振り替えます。 

車両ごとの申込みはできません。 

(3) 振替方法 

全期と各期があります。なお，全期振替の申込みをされていても，次の場合

は，当年度は各期で，翌年度から全期で振り替えます。 

①全期振替で振替不能となった場合 

②第１期の納期を過ぎて，全期振替の申込みをした場合 

③年度途中で新たに課税された場合 

(4) 市税の口座振替不能通知書の廃止 

平成２９年度から，市税の口座振替不能通知書（淡緑色の圧着ハガキ）の発

送は廃止しています。振替不能について問合せ等がありましたら，担当まで御

連絡ください。後日，納付書を郵送します。 

 

 

 

 

Ⅱ 市税（市民税，固定資産税，軽自動車税など） 
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(5) 車検用の納税証明 

平成２６年度から，市税の口座振替済通知書の発送を原則的に廃止していま

す。ただし，継続検査（車検）対象車両の軽自動車で，二輪の小型自動車（排

気量が２５０ｃｃを超えるバイク），三輪及び四輪の軽自動車については，当

該検査年度のみ振替済通知書を発送します。 
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１ 担当：保険年金課 国保保険料Ｇ      0823-25-3153 

 

２ 納期（普通徴収） 

  普通徴収の納期は，７月から翌年３月までの年９回です。 

  ※随時分（過年度分）は，４月から翌年３月までの納期があります。 

 

３ 口座振替による収納 

(1) 口座振替の手続（口座振替依頼書） 

口座振替依頼書の納付義務者欄は，世帯主となります。 

※口座振替依頼書を記入する際，国民健康保険料は，口座振替依頼書の④

へ，後期高齢者医療保険料は⑪へ記入します（④と⑪の納付義務者が同一人

の場合は，１枚に両方の記入も可）。 

※令和４年４月１日以降，「④国民健康保険料」及び「⑪後期高齢者医療保

険料」の被保険者証番号の記入は不要です。被保険者証で納付義務者を確認

してください。 

(2) 振替方法（口座の全期一括振替はありません。） 

７月から翌年３月まで年９回，各納期の末日（１２月は２５日）に振り替え

ます。振替不能分についての再振替は行いません。また，口座振替不能通知書

は発送しませんので，振替不能について問合せ等がありましたら，担当まで御

連絡ください。 

(3) 振替済通知書の送付について 

令和６年中（Ｒ６．１．１～Ｒ６．１２．３１）に振り替えたものは，一括

して令和７年１月下旬に「振替済通知書」(「納付済額のお知らせ」の圧着ハガ

キに併記)を世帯主宛てに送付します。所得税及び市県民税の申告のみに御利用

いただけます。 

 

４ 年金からの特別徴収 

  特別徴収（年金からの支払）は，次の全ての条件を満たす人が対象となりま

す。 

①世帯主が国民健康保険に加入しており，被保険者全員が６５歳以上７５歳未

満であること。 

②年額１８万円以上の年金を受給していること。 

③介護保険料が特別徴収されていること。 

④国民健康保険料と介護保険料の合算額が，対象となる公的年金受給額の 

Ⅲ－１ 国民健康保険料 
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１／２を超えないこと。 

⑤当該年度中に世帯主が７５歳に到達しないこと。 

国民健康保険料の納付方法は，特別徴収が原則ですが，納付義務者の申出に

より，特別徴収から口座振替へのみ変更できます（ただし，未納がある場合

は除きます。)。 
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１ 担当：保険年金課 高齢者医療Ｇ      0823-25-3156 

 

２ 納期（普通徴収） 

  普通徴収の納期は，７月から翌年３月までの年９回です。 

※随時分（過年度分）は，４月から翌年３月までの納期があります。 

 

３ 口座振替による収納 

(1) 口座振替の手続（口座振替依頼書） 

令和４年４月１日以降，「⑪後期高齢者医療保険料」及び「④国民健康保険

料」の被保険者証番号の記入は不要です。被保険者証で納付義務者を確認して

ください。 

 

(2) 振替方法 

７月から翌年３月までの年９回，各納期の末日（１２月は２５日）に振り替

えます。振替不能分についての再振替は行いません。 

 

(3) 振替済通知書の送付 

令和６年中（Ｒ６．１．１～Ｒ６．１２．３１）に振り替えたものは，一括

して令和７年１月下旬に「振替済通知書」（「納付済額のお知らせ」の圧着ハ

ガキに併記）を被保険者（納付義務者）宛てに送付します。 

所得税及び市県民税の申告のみに御利用いただけます。 

 

４ 年金からの特別徴収 

特別徴収（年金からの支払）は，次の全ての条件を満たす人が対象となりま

す。 

①年額１８万円以上の年金を受給していること。 

②介護保険料が特別徴収されていること。 

③後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が，対象となる公的年金受給額

の１／２を超えないこと。 

後期高齢者医療保険料の納付方法は，特別徴収が原則ですが，被保険者の申

出により，特別徴収から口座振替へのみ変更できます（ただし，未納がある場

合は除きます。）。 

 

  

Ⅲ－２ 後期高齢者医療保険料 
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１ 担当：介護保険課 介護保険料Ｇ      0823-25-3176 

 

２ 納期 

納期は，７月から翌年３月までの年９回です。 

  ※随時分（過年度分）は，４月から翌年３月までの納期があります。 

 

３ 口座振替による収納 

(1) 開始時期  

月末までに介護保険課で受付した口座振替依頼書（呉市役所会計課送付用）

について，その翌月末納期限分から振り替えます。 

口座振替の開始月が決定した方には，口座振替開始（変更）通知書を送付し

ます。 

(2) 振替方法 

   ７月から翌年３月までの末日（１２月は２５日）で，年９回です。 

振替不能分についての再振替は行いません。 

(3) 振替済通知書の送付  

令和６年中（Ｒ６．１．１～Ｒ６．１２．３１）に振り替えたものは，一括

して令和７年１月下旬に「振替済通知書」（「納付済額のお知らせ」の圧着ハ

ガキに併記）を被保険者（納付義務者）宛てに送付します。 

所得税及び市県民税の申告のみに御利用いただけます。 

 

  

Ⅲ－３ 介護保険料 
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１ 担当：住宅政策課 管理Ｇ      0823-25-3393 

 

※市営住宅使用料収納事務は，平成２５年度から指定管理者が行っています。

家賃，駐車場料金の収納事務に関しては，次の指定管理者にお問合せくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

２ 納期 

  納期は，４月から翌年３月までの各月末日（土日祝日の場合は翌営業日），年

１２回です。 

 

３ 口座振替による収納 

  振替日は，納期と同日です。振替日が金融機関の休日に当たる場合は，その翌 

営業日が振替日となります。 

振替不能分についての再振替は行いません。 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ－１ 市営住宅使用料・住宅資金貸付償還金 

【お問合せ先】 

呉市営住宅指定管理者 

 (株)くれせん 指定管理者事業部 ☎0823-21-5616 
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１ 担当：環境施設課 管理Ｇ      0823-74-9107 

  ※上下水道の使用開始・廃止の届出（上下水道局）とは別に，地域下水道の使

用開始・廃止の届出（環境施設課）が必要です。 

  ※対象は，音戸町波多見２丁目内（１番を除く。）で，浄化槽を設置していな

い世帯です。集合住宅であっても，原則，各世帯で使用料を納付していただ

きます。 

 

２ 納期 

  ４月から翌年３月までの年１２回です。 

 

３ 収納方法 

 (1) 口座振替（月払いと年払いがあります。） 

振替日は，月払いの場合は毎月末日（１２月は２７日）です。 

年払いの場合は，４月末日です。 

振込不能分についての再振替は行いません。  

①口座振替済通知書は送付していません。引落口座の記帳をもって口座振替済

通知とします。 

②専用の口座振替依頼書が，音戸市民センター及び環境施設課にあります。呉

市口座振替依頼書（統合様式）では申込みできません。 

(2) 納付書（月払いと年払いがあります。） 

納期限は，口座振替日と同じ日になります。 

 

 

 

 

 

 

   有線放送施設は令和５年４月１日をもって廃止のため，新たな使用料は発生

しません。 

    ただし，滞納分についての納付が発生する場合があります。過去の納付書で

も使用できますので，そのまま収納してください。 

 

  

Ⅳ－２ 地域下水道使用料 

Ⅳ－３ 有線放送施設使用料（豊・豊浜） 



 

- 13 - 
 

 

 

 

１ 担当：こども施設課 施設Ｇ      0823-25-3371 

 

２ 納期 

  ４月から翌年３月までの年１２回です。 

 

３ 口座振替による収納 

毎月２７日に振り替えます。 

振替不能分についての再振替は行いません。 

 

 

 

 

 

 

１ 担当：こども支援課 企画Ｇ      0823-25-3254 

 

２ 納期 

４月から翌年３月までの年１２回です。 

 

３ 口座振替による収納 

毎月末日（１２月は２８日）に振り替えます。 

振替不能分についての再振替は行いません。 

※口座振替済通知書は送付していません。引落口座の記帳をもって口座振替済

通知とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－１ 保育料・副食費 

Ⅴ－２ 放課後児童会分担金 
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１ 担当：こども支援課 支援Ｇ      0823-25-3297 

 

２ 納期 

  ４月から翌年３月までの年１２回と，半年又は年１回があります。 

 

３ 口座振替による収納 

毎月２５日に振り替えます。 

  専用の口座振替依頼書は，こども支援課にあります。 

※口座振替済通知書は，送付していません。引落口座の記帳をもって口座振替

済通知とします。 

振替不能分についての再振替は行いません。 

 

 

 

 

 

１ 担当：呉高等学校      0823-72-5577 

 

２ 収納方法 

納付書のみ（入学金は，口座振替による支払ができません。） 

※収納する際は，「納入通知書兼領収証書」及び「受付証明書」を納付者へお

渡しください。 

 

 

Ⅴ－４ 呉高等学校入学金 

Ⅴ－３ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付償還金 



【別表１】　令和６年度　口座振替日一覧表

月 日 月 日

２５日 母子等福祉資金貸付償還金 固定資産税・都市計画税 第2期

市営住宅使用料 4月分 国民健康保険料 第1期

住宅資金貸付償還金 4月分 後期高齢者医療保険料 第1期

地域下水道使用料 全期・4月分 介護保険料 第1期

保育料・副食費 4月分 市営住宅使用料 7月分

放課後児童会分担金 4月分 住宅資金貸付償還金 7月分

呉高等学校授業料等 4月分 地域下水道使用料 7月分

母子等福祉資金貸付償還金 放課後児童会分担金 7月分

保育料・副食費 5月分 呉高等学校授業料等 7月分

固定資産税・都市計画税 全期・第1期 ２６日 母子等福祉資金貸付償還金

軽自動車税 ２７日 保育料・副食費 8月分

市営住宅使用料 5月分 放課後児童会分担金 8月分

住宅資金貸付償還金 5月分 呉高等学校授業料等 8月分

地域下水道使用料 5月分 市民税・県民税（普通徴収） 第2期

放課後児童会分担金 5月分 国民健康保険料 第2期

呉高等学校授業料等 5月分 後期高齢者医療保険料 第2期

２５日 母子等福祉資金貸付償還金 介護保険料 第2期

２７日 保育料・副食費 6月分 市営住宅使用料 8月分

放課後児童会分担金 6月分 住宅資金貸付償還金 8月分

呉高等学校授業料等 6月分 地域下水道使用料 8月分

市民税・県民税（普通徴収） 全期・第1期 ２５日 母子等福祉資金貸付償還金

市営住宅使用料 6月分 ２７日 保育料・副食費 9月分

住宅資金貸付償還金 6月分 国民健康保険料 第3期

地域下水道使用料 6月分 後期高齢者医療保険料 第3期

２５日 母子等福祉資金貸付償還金 介護保険料 第3期

２９日 保育料・副食費 7月分 市営住宅使用料 9月分

住宅資金貸付償還金 9月分

地域下水道使用料 9月分

放課後児童会分担金 9月分

呉高等学校授業料等 9月分

３１日

３０日

２日

９月

７月

８月

３０日

１日

３１日

区分区分

７月

４月
３０日

５月

２７日

２８日

６月

－15－



月 日 月 日

２５日 母子等福祉資金貸付償還金 市営住宅使用料 12月分

２８日 保育料・副食費 10月分 住宅資金貸付償還金 12月分

市民税・県民税（普通徴収） 第3期 母子等福祉資金貸付償還金

国民健康保険料 第4期 保育料・副食費 1月分

後期高齢者医療保険料 第4期 市民税・県民税（普通徴収） 第4期

介護保険料 第4期 国民健康保険料 第7期

市営住宅使用料 10月分 後期高齢者医療保険料 第7期

住宅資金貸付償還金 10月分 介護保険料 第7期

地域下水道使用料 10月分 市営住宅使用料 1月分

放課後児童会分担金 10月分 住宅資金貸付償還金 1月分

呉高等学校授業料等 10月分 地域下水道使用料 1月分

２５日 母子等福祉資金貸付償還金 放課後児童会分担金 1月分

２７日 保育料・副食費 11月分 呉高等学校授業料等 1月分

放課後児童会分担金 11月分 ２５日 母子等福祉資金貸付償還金

呉高等学校授業料等 11月分 ２７日 保育料・副食費 2月分

国民健康保険料 第5期 固定資産税・都市計画税 第4期

後期高齢者医療保険料 第5期 国民健康保険料 第8期

介護保険料 第5期 後期高齢者医療保険料 第8期

市営住宅使用料 11月分 介護保険料 第8期

住宅資金貸付償還金 11月分 市営住宅使用料 2月分

地域下水道使用料 11月分 住宅資金貸付償還金 2月分

固定資産税・都市計画税 第3期 地域下水道使用料 2月分

国民健康保険料 第6期 放課後児童会分担金 2月分

後期高齢者医療保険料 第6期 呉高等学校授業料等 2月分

介護保険料 第6期 ２５日 母子等福祉資金貸付償還金

母子等福祉資金貸付償還金 ２７日 保育料・副食費 3月分

地域下水道使用料 12月分 国民健康保険料 第9期

保育料・副食費 12月分 後期高齢者医療保険料 第9期

放課後児童会分担金 12月分 介護保険料 第9期

呉高等学校授業料等 12月分 市営住宅使用料 3月分

住宅資金貸付償還金 3月分

地域下水道使用料 3月分

放課後児童会分担金 3月分

呉高等学校授業料等 3月分

２７日

区分

２７日

２日
２月

２８日

３月

１０月

３１日

１１月

２９日

３１日

１２月

２５日

３１日

１月

区分

６日

－16－



【別表２】　お問合せ先一覧表

電話番号

会計課 25-3123

税制Ｇ 25-3204

納税Ｇ 25-3201

軽自動車税

法人市民税

市民税・県民税 個人市民税Ｇ 25-3194

固定資産税・都市計画税 資産税課 償却資産Ｇ 25-3214

国保保険料Ｇ 25-3153

高齢者医療Ｇ 25-3156

介護保険課 介護保険料Ｇ 25-3176

住宅政策課 管理Ｇ 25-3393

住宅政策課 管理Ｇ 25-3393

環境施設課 管理Ｇ 74-9107

 行政改革デジタル
　　推進第１課

改革第２G 25-3257

豊市民センター 有線放送担当 66-2131

豊浜市民センター 有線放送担当 68-2211

こども施設課 施設Ｇ 25-3371

企画Ｇ 25-3254

支援Ｇ 25-3297

呉高等学校 72-5577

保険年金課

 Ⅳ－３　有線放送施設使用料
　　　　　（令和４年度末で終了）

Ⅳ－２　地域下水道使用料

Ⅴ－４　呉高等学校入学金

Ⅴ－２　放課後児童会分担金

こども支援課

Ⅴ－１　保育料・副食費

 Ⅴ－３
 母子・父子・寡婦福祉資金貸付償還金

Ⅲ－１　国民健康保険料

Ⅲ－２　後期高齢者医療保険料

Ⅲ－３　介護保険料

Ⅳ－１　市営住宅使用料

Ⅳ－１　住宅資金貸付償還金

25-3198

Ⅱ　市税 収納課

市民税課

【市外局番 ： 0823】

諸税Ｇ

区分 担当課

Ⅰ　共通事項

【収納事務に関するお問合せ先】

呉市営住宅指定管理者 （株）くれせん 指定管理者事業部 21-5616

－17－


